
第
三
回
講
演
会
開
催

本
会
恒
例
の
平
成
二
十
九
年
度
の
シ
ン

ポ
ジ
ュ
ウ
ム
・
講
演
会
は
去
る
十
二
月
九

日
午
後
一
時
よ
り
千
葉
市
中
央
区
の
市
民

会
館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
ず
最
初
に
向
後
保
雄
会
長
か
ら
挨
拶
が

あ
り
、
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
り

ま
す
。

本
日
は
お
忙
し
い
中
お
集
ま
り
戴
き
ま

し
て
有
り
難
う
御
座
い
ま
し
た
。
こ
れ
か

ら
両
総
平
氏
と
千
葉
六
党
と
い
う
題
目
で

ご
出
席
の
諸
先
生
方
の
専
門
的
な
お
話
を

披
露
し
て
戴
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

千
葉
市
で
は
現
在
四
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ

の
一
つ
が
こ
の
千
葉
氏
に
関
す
る
千

葉
の
歴
史
の
普
及
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
私
も
千
葉
氏
に
関
す
る
歴
史
の
必
要

性
に
つ
い
て
大
変
関
心
が
あ
り
ま
す
の
で

市
内
の
百
十
校
の
小
学
校
に
紙
芝
居
を
贈

呈
し
た
い
と
市
の
教
育
委
員
会
に
働
き
か

け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
之
も
小

学
生
が
千
葉
市
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ
て

戴
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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又
千
葉
開
府
九
百
年
に
向
け
て
の
動
き

の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
会
場
の
皆

様
も
今
日
は
じ
っ
く
り
と
千
葉
氏
に
付
い

て
勉
強
し
て
戴
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
こ
れ

で
挨
拶
と
さ
せ
て
戴
き
ま
す
。

続
い
て
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
田
中

大
喜
先
生
の
基
調
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

「
上
総
氏
と
藤
姓
足
利
氏
」

－

関
東
在
地
系
豪
族
的
武
士
団
１

只
今
ご
紹
介
を
戴
き
ま
し
た
佐
倉
の
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
勤
務
し
て
い
ま
す

田
中
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
「
両
総
平
氏
」

と
い
う
演
題
を
戴
い
た
の
で
す
が
、
そ
の

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
上
総
氏
の
話
を
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
上
総
氏
に
つ
い
て
は
先

行
研
究
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

皆
様
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
上
総
氏
と
同
時
期
に
北
関
東
で
大
勢
力

を
持
っ
た
藤
姓
足
利
氏
と
の
比
較
を
通
し

て
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

一
、
上
総
氏
と
は
ど
の
よ
う
な
武
士
団
か

野
口
実
先
生
は
「
一
族
を
上
総
一
国
の

み
な
ら
ず
、
下
総
の
一
部
に
ま
で
分
立
さ

せ
て
両
総
平
氏
の
棟
梁
的
地
位
に
あ
り
、

当
時
、
坂
東
諸
国
に
割
拠
し
た
小
山

こ
二

浦
・
千
葉
氏
な
ど
、
一
般
に
は
上
総
氏
同

様
に
豪
族
的
領
主
と
い
う
概
念
の
も
と
に

包
括
さ
れ
る
有
力
武
士
団
と
は
、
一
線
を

画
す
る
圧
倒
的
勢
力
を
保
持
す
る
存
在
で

あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
上
総
氏
の
存
在
形

態
は
「
鎌
倉
政
権
草
創
の
時
期
に
お
け
る

他
の
武
士
団
に
比
べ
て
特
異
な
も
の
」
と

纏
め
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
近
年
更
に
研

究
が
進
み
、
上
総
氏
も
小
山
・
三
浦
・
千

葉
氏
な
ど
と
同
じ
「
在
地
系
武
士
団
↑
の

一
類
型
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
は
い

う
も
の
の
、
関
東
の
豪
族
的
武
士
団
の
中

で
上
総
氏
の
勢
力
範
囲
＝
軍
事
的
テ
リ
ト

リ
ー
は
突
出
し
て
い
ま
す
。
ま
た
国
名
を

名
字
と
し
た
こ
と
は
上
総
氏
の
特
性
で
あ

り
、
そ
の
存
在
形
態
を
追
究
す
る
作
業
は

今
後
も
必
要
で
す
。

と
こ
ろ
で
関
東
に
は
、
上
総
氏
と
並
ぶ

豪
族
的
武
士
団
と
し
て
、
上
野
国
の
藤
姓

足
利
氏
が
い
ま
し
た
。
治
承
四
年
（
一
一

八
〇
）
の
源
・頼
朝
挙
兵
時
、
京
都
の
公
家

藤
原
兼
実
め
日
記

（
彼
の
許
に
は
関
東
の

情
報
が
頻
繁
に
入
る
）
　『
玉
葉
』
の
九
月

十
一
日
の
条
に
は
「
頼
朝
等
、
箱
根
山
に

逐
い
寵
め
お
わ
ん
ぬ
、
こ
れ
に
よ
り
追
い

落
と
さ
る
る
の
由
、
風
聞
か
。
し
か
る
に
、

そ
の
後
上
総
国
住
人
八
郎
広
常
な
ら
び
に

足
利
太
郎
等
与
力
す
」
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
数
多
く
の
豪
族
的
武
士
団
の
居

る
中
で
上
総
氏
と
足
利
氏
だ
け
が
記
さ
れ

て
い
る
の
は
、
両
者
が
同
等
の
勢
力
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
示
し
ま
す
。
こ

の
両
者
を
比
較
し
て
、
上
総
氏
の
存
在
形

態
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

二
、
上
総
氏
と
藤
姓
足
利
氏
の
所
領
＝
武

士
団
の
形
成

○
上
総
氏
の
所
領
＝
武
士
団
の
形
成

上
総
氏
は
ど
の
よ
う
に
武
士
団
を
作
り

上
げ
た
の
で
し
ょ
う
か
ド
そ
れ
は
房
総
の

地
が
中
世
的
社
会
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
、
Ｉ

す
な
わ
ち
荘
園
・
公
領
制
の
成
立
と
併
行

し
て
展
開
し
ま
し
た
。

房
総
の
地
に
も
多
く
の
荘
園

’
公
領
が

出
来
ま
し
た
。
そ
の
第
一
の
き
っ
か
け
は
、

長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
平
忠
常
の
乱

で
す
。
房
総
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い

た
忠
常
は
朝
廷
に
反
攻
し
、
朝
廷
も
そ
の

追
討
の
た
め
三
年
間
も
混
乱
が
続
き
ま
し

た
。
こ
の
た
め
房
総
は
亡
弊
・
亡
国
化
し

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
亡
弊
・

亡
国
と
は
土
地
が
焼
土
化
し
て
耕
作
が
出

来
な
く
、
人
も
住
め
な
く
な
る
こ
と
を
意

味
し
ま
せ
ん
。
こ
の
地
か
ら
税
が
挙
が
ら

な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
す
。



第
二
の
き
っ
か
け
と
し
て
天
仁
元
年
（
一

一
〇
八
）
の
浅
間
山
の
大
噴
火
が
あ
り
ま

す
。
下
総
国
に
も
降
灰
が
積
も
り
（
発
掘

調
査
の
結
果
も
あ
る
）
耕
作
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て

第
三
の
き
っ
か
け
と
し
て
十
世
紀
末
以
降

の
気
候
の
温
暖
化
と
臨
海
部
の
高
燥
化

（
乾
燥
）
に
よ
っ
て
土
地
に
対
す
る
環
境

の
変
化
が
起
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
戦
乱
、
自
然
災
害
か
ら
の
復

興
・
再
開
発
の
過
程
で
荘
園
、
公
領
制
が

で
き
ま
す
。

史
料
ニ
ー

ー
で
は
（
こ
れ
は
京
都
の
貴

族
が
記
し
た
「
小
右
記
」
と
い
う
日
記
で

あ
る
）
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
一

日
の
条
に
「
下
総
国
忠
常
追
討
の
こ
と
に

よ
り
亡
弊
殊
に
甚
し
」
と
あ
り
、
逃
散
し

た
民
を
集
め
耕
作
に
勤
め
さ
せ
る
た
め
に
、

下
総
守
藤
原
為
頼
が
重
任
を
願
い
出
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
史
料
ニ
ー

ニ
で
は
別
の
京
都
の
貴
族
が
「
左
経
記
」

と
い
う
日
記
の
、
長
元
七
年
（
一
〇
三
四
）

十
月
二
十
四
日
の
条
に
、
藤
原
辰
重
が
上

総
の
国
司
に
な
っ
た
時
は
五
〇
余
町
し
か

な
か
っ
た
耕
地
が
年
々
増
え
て
今
年
の
内

検
で
は

こ

Ｉ
〇
〇
余
町
に
増
加
し
、
逃
散

し
た
民
は
多
く
戻
っ
て
き
て
耕
作
に
従
事

し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
分
誇

張
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
復
興
が

大
幅
に
進
ん
だ
こ
と
が
解
り
ま
す
。

こ
の
二
人
の
国
司
は
逃
散
し
て
い
た

人
々
を
帰
参
さ
せ
て
耕
作
に
就
か
せ
て
い

ま
す
。
「
開
発
」
と
い
う
の
は
耕
作
者
の

居
な
く
な
っ
た
耕
地
に
浪
人
を
招
き
寄
せ

て
生
産
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
史
料

ニ
ー

ー
・
二
に
は
こ
の
「
開
発
」
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
指
導
者
は

国
司
と
な
っ
て
い
ま
す
。
現
地
に
お
け
る

実
際
の
開
発
主
体
は
在
地
の
新
た
な
有
力

者
、
即
ち
村
郷
領
主
と
み
ら
れ
ま
す
。

史
料
三
の
「
醍
醐
雑
事
記
裏
文
書
」
（
年

月
日
不
詳
）
印
東
荘
郷
司
・
村
司
等
交
名

と
い
う
文
書
に
は
十
数
名
の
名
前
が
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
郷
・
村
の
有
力
者

で
あ
り
、
こ
の
亡
国
の
開
発
を
行
っ
た

人
々
と
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
一
人
に
「
中
臣
忠
兼
」
と
言
う
人

物
が
見
え
ま
す
が
、
彼
は
史
料
四

「
醍
醐

雑
事
記
裏
文
書
」
　（
年
月
日
不
詳
）
前
権

介
平
常
澄
解
と
言
う
古
文
書
の
中
に
登
場

し
ま
す
。
こ
の
史
料
四
に
よ
れ
ば
、
元

々

印
東
荘
は
馬
を
飼
育
し
て
京
都
の
本
家
に

馬
を
納
め
る
荘
園
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
と

き
馬
が
届
か
な
い
の
で
、
本
家
（
醍
醐
寺
）

は
地
元
の
沙
汰
人
・
公
文
等
の
過
失
を
咎

め
た
と
こ
ろ
、
常
澄
は
沙
汰
人
が
悪
い
の

で
は
無
く
預
所
の
菅
原
定
隆
が
自
分
の
所

に
止
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
沙
汰
人
等
は

悪
く
な
い
と
申
し
立
て
た
こ
と
が
解
り
ま

す
。
常
澄
は
忠
兼
ら
沙
汰
人
＝
村
郷
領
主

を
守
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
上
総

氏
は
こ
れ
ら
村
郷
領
主
を
祖
織
し
て
開
発

を
進
め
、
そ
れ
を
自
身
の
所
領
と
し
て
荘

園
化
・
公
領
化
を
図
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
忠
兼
を
は
じ
め
と
す
る
村
郷
領
主

は
上
総
氏
の
末
端
軍
事
力
を
構
成
し
、
そ

れ
ら
が
集
ま
っ
て
上
総
氏
の
武
士
団
を
形

成
し
し
た
の
で
す
。

○
藤
姓
足
利
氏
の
所
領
＝
武
士
団
形
成

藤
姓
足
利
氏
は
本
来
上
野
国
を
基
盤
と

し
た
武
士
団
で
、
上
野
国
衝
の
最
有
力
在

庁
豪
族
で
す
。
俊
綱
と
そ
の
子
忠
綱
は
「
上

野
大
介
」
と
い
う
地
位
を
平
清
盛
に
直
訴

し
て
い
ま
す
。
系
図
上
で
分
出
す
る
一
族

は
当
初
上
野
国
東
部
の
地
名
を
名
乗
る
者

（
大
胡
、
山
上
、
那
波
、
薗
田
等
）
が
中

心
で
あ
り
、
後
年
に
な
っ
て
下
野
国
西
南

部
の
地
名
を
名
字
と
し
て
名
乗
る
者
（
佐

野
、
阿
曾
沼
、
辺
屋
子
等
）
が
登
場
し
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
最
初
は
上
野
国
で
基
盤

を
固
め
、
そ
の
後
に
下
野
国
に
進
出
し
た

よ
う
で
す
。
こ
れ
は
上
総
氏
も
同
じ
で
、

下
総
国
で
基
盤
を
固
め
上
総
国
へ
進
出
し

た
の
で
す
。

上
野
国
に
お
い
て
も
中
世
の
社
会
体
制

即
ち
荘
園
・
公
領
制
の
成
立
が
契
機
と
な

つ
た
の
は
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
の
浅

間
山
の
噴
火
で
あ
り
、
膝
下
の
上
野
国
は

そ
の
火
山
灰
等
の
被
害
に
よ
り
亡
国
化
し

ま
し
た
。
史
料
五
「
中
右
記
」
天
仁
元
年

こ

Ｉ
〇
八
）
九
月
五
日
の
条
に
は
「
今

年
七
月
二
十
一
日
よ
り
猛
火
山
嶺
を
焼
く
。

こ
れ
に
よ
り
す
で
に
以
て
滅
亡
。
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
藤
姓
足
利
氏
は
国

管
在
庁
の
地
位
を
利
用
し
て
再
開
発
権
を

獲
得
し
所
領
の
再
開
発
を
推
進
し
ま
し
た
。

上
野
国
で
は
復
興
政
策
に
巨
大
な
用
水
路

を
十
ニ
キ
ロ
に
渡
っ
て
作
り
ま
し
た
。
こ

れ
を
「
女
堀
開
削
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

藤
姓
足
利
氏
は
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
進
め
て
上
野
中
央
部
、
東
部
か
ら
下
　
２

野
西
南
部
一
体
を
再
開
発
し
、
荘
園
化
・

公
領
化
を
図
り
、
自
分
の
所
領
を
形
成
し

て
武
士
団
の
勢
力
拡
大
に
励
ん
だ
の
で
す
。

上
総
氏
と
同
様
、
藤
姓
足
利
氏
も
再
開
発

の
実
質
的
主
体
と
な
っ
て
、
武
士
団
を
形

成
し
た
の
で
す
。

三
上
総
氏
と
藤
姓
足
利
氏
の
地
域
的
結
合

○
上
総
氏
の
地
域
的
結
合

上
総
氏
と
婚
姻
関
係
を
持
っ
た
武
士
団

に
は
、
相
模
の
三
浦
氏
が
い
ま
す
。
広
常

の
弟
金
田
頼
次
が
三
浦
義
明
の
娘
を
妻
に

迎
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
東
海
道
（
東
京
湾
）

を
介
し
た
交
流
が
前
提
に
あ
っ
た
と
見
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
広
常
の
甥
伊
北
常
仲
が



長
狭
常
伴
の
外
甥
で
あ
り
、
安
房
の
長
狭

氏
と
も
婚
姻
関
係
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

長
狭
氏
は
安
房
国
最
有
力
の
武
士
団
で
、

三
浦
氏
と
敵
対
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
広

常
・
頼
次
の
三
浦
氏
と
の
提
携
は
、
常
仲

と
長
狭
氏
と
の
提
携
へ
の
対
抗
と
い
う
側

面
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
尾
張
国
の

原
高
春
は
広
常
の
外
甥
で
し
た
。
上
総
氏

は
地
元
上
総
と
京
都
の
往
来
の
中
で
尾
張

の
原
氏
と
交
流
し
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す

こ
の
よ
う
に
上
総
氏
は
、
房
総
半
島
近
隣

の
武
士
や
、
京
都
と
の
往
来
の
中
継
地
と

な
る
尾
張
の
武
士
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で

い
た
の
で
す
。

○
藤
姓
足
利
氏
の
地
域
的
結
合

藤
姓
足
利
氏
が
血
縁
関
係
を
持
っ
た
周

辺
武
士
団
に
は
、
下
野
国
の
小
野
寺
氏
が

い
ま
す
。
足
利
家
綱
の
娘
が
小
野
寺
義
寛

に
嫁
い
で
い
ま
す
。
ま
た
、
常
陸
国
の
中

郡
頼
経
の
子
経
高
は
、
藤
姓
足
利
氏
（
お

そ
ら
く
家
綱
）
か
ら
養
子
に
入
っ
た
人
物

で
し
た
。
両
氏
と
も
東
山
道
を
介
し
た
交

流
が
前
提
に
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

四
、
上
総
氏
と
藤
姓
足
利
氏
の
明
暗

Ｉ

京
武
者
系
豪
族
的
武
士
団
と
の
軋
軽
－

○
京
武
者
系
豪
族
的
武
士
団
と
は
何
か

十
二
世
紀
に
在
来
の
豪
族
的
武
士
団
を

傘
下
に
置
き
、
京
都
を
拠
点
と
す
る
武
士

＝
京
武
者
が
組
織
し
た
武
士
団
の
こ
と
を

京
武
者
系
豪
族
的
武
士
団
と
い
い
ま
す
。

彼
ら
は
自
ら
が
在
庁
官
人
に
列
す
る
の
で

は
な
く
、
現
任
・
旧
任
の
知
行
国
な
い
し

受
領
（
国
守
）
と
直
結
し
ま
し
た
そ
し
て
、

院
や
摂
関
家
な
ど
の
有
力
貴
族
と
関
係
を

持
ち
、
衛
府
尉
や
国
守
の
官
職
を
得
て
身

分
と
し
て
は
四
位
・
五
位
の
諸
大
夫
（
中

級
貴
族
）
に
列
し
た
武
士
で
す
。
代
表
例

と
し
て
は
河
内
源
氏
が
い
ま
す
が
、
そ
の

ほ
か
に
平
泉
藤
原
氏
・
越
後
城
氏
・
下
野

宇
都
宮
氏
等
も
こ
れ
に
準
ず
る
存
在
で
あ

り
ま
す
。

○
上
総
氏
と
下
総
藤
原
氏

保
延
二
年
（
一

二
二
六
）
の
藤
原
親
通

の
下
総
守
補
任
を
機
に
、
子
息
親
方
・
親

盛
と
孫
の
親
政
は
、
藤
原
頼
長
・
平
清
盛

と
の
提
携
を
背
景
に
、
下
総
国
千
田
庄
・

匝
瑳
北
条
・
東
庄
（
橘
庄
）
を
支
配
下
に

置
き
実
質
的
に
国
守
に
匹
敵
す
る
実
力
を

形
成
し
、
下
総
の
武
士
団
を
組
織
し
て
下

総
藤
原
氏
を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
両

総
平
氏
の
中
に
も
片
岡
、
原
、
金
原
、
粟

飯
原
氏
や
、
上
総
氏
の
中
か
ら
は
、
木
内
、

匝
瑳
、
印
東
氏
ら
が
傘
下
に
組
織
さ
れ
、

広
常
か
ら
自
立
を
試
み
る
者
が
現
れ
ま
し

た
。
ほ
か
に
長
狭
氏
と
結
ん
で
対
抗
す
る

伊
北
氏
も
い
ま
し
た
。

下
総
藤
原
氏
の
存
在
は
、
広
常
の
両
総

平
氏
族
長
の
地
位
を
不
安
定
に
す
る
要
因

と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
相
馬
御
厨
の
領

有
を
巡
っ
て
下
総
藤
原
氏
と
対
立
す
る
千

葉
常
胤
と
連
携
す
る
背
景
に
な
っ
た
の
で

す
。治

承
四
年
（
一
一
八
〇
）
九
月
広
常
は

常
胤
と
共
に
頼
朝
の
挙
兵
に
呼
応
し
、
下

総
藤
原
氏
の
討
滅
に
成
功
し
ま
し
た
。
ざ

ら
に
史
料
八
－

一
「
吾
妻
鏡
」
治
承
四
年

九
月
十
九
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
広
常
は
両

総
地
域
の
平
家
方
勢
力
を
掃
討
し
、
二
万

騎
を
率
い
て
頼
朝
の
許
に
参
上
し
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
史
料
八
－

二

「
延

慶
本
平
家
物
語
」
第
二
末
十
九

「
上
総
介

弘
経
殿
の
許
へ
参
事
」
に
は
「
当
国
内
、

伊
北
、
伊
南
、
庁
南
、
庁
北
、
准
西
、
准

東
、
畔
萩
、
堀
口
、
武
射
、
山
辺
の
者
共
、

平
家
の
方
人
に
し
て
強
る
輩
を
ば
（

押

寄
々
々
是
を
討
つ
）
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
、
広
常
は
反
対
勢
力
の
討
滅
を

進
め
て
両
総
平
氏
族
長
の
地
位
を
回
復
・

確
立
し
、
上
総
氏
を
関
東
最
大
の
武
士
団

に
押
し
上
げ
た
の
で
す
。

○
藤
姓
足
利
氏
と
河
内
源
氏

河
内
源
氏
は
、
元

々
在
京
武
士
で
し
た
。

し
か
し
、
源
頼
信
の
上
野
介
在
任
中
に
上

野
国
内
に
、
又
義
家
の
下
野
国
守
在
任
中

に
下
野
国
内
に
摂
関
家
の
荘
園
を
成
立
さ

せ
、
こ
れ
ら
を
北
関
東
の
拠
点
と
し
て
確

保
し
ま
し
た
。
一
方
、
藤
姓
足
利
氏
（
家

綱
）
は
源
義
国
（
義
家
の
子
）
の
家
人
と

な
っ
て
、
上
野
、
下
野
の
義
国
の
荘
園
（
八

幡
荘
・
新
田
荘
・
足
利
荘
）
を
管
理
し
つ

つ
上
野
国
の
再
開
発
を
進
め
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
河
内
源
氏
（
義
国
・
義
重

父
子
）
も
上
野
国
の
再
開
発
に
関
与
し
た

た
め
、
や
が
て
藤
姓
足
利
氏
と
競
合
す
る

よ
う
に
な
り
、
下
野
国
で
も
築
田
御
厨
の

藤
姓
足
利
氏
の
権
益
を
奪
っ
て
お
り
、
対

立
を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。
河
内
源
氏
と

藤
姓
足
利
氏
は
対
立
し
ま
し
た
が
、
中
央

政
界
の
有
力
者
と
結
び
つ
き
を
持
つ
、
前

者
が
優
位
に
立
ち
、
後
者
を
抑
圧
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
従
っ
て
藤
姓
足

利
氏
の
中
に
は
河
内
源
氏
に
従
う
者
も
現
　
３

れ
た
と
見
ら
れ
、
リ
ー
ダ
ー
の
忠
綱
は
一

族
の
統
制
に
苦
し
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

史
料
九
「
延
慶
本
平
家
物
語
」
第
二
中

廿
二
「
南
都
大
衆
摂
政
殿
ノ
御
使
追
帰
事
」

に
は
「
以
仁
王
の
乱
に
際
し
、
宇
治
川
の

戦
い
に
お
い
て
、
手
柄
が
認
め
ら
れ
て
忠

綱
は
要
望
ど
お
り
上
野
大
介
の
ご
褒
美
を

承
っ
た
。
し
か
し
、
足
利
一
門
の
者
共
十

六
人
が
連
判
を
持
っ
て
申
し
立
て
た
た
め

忠
綱
へ
の
褒
美
は
取
り
消
さ
れ
た
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
藤
姓
足
利
氏

の
中
で
も
一
門
の
中
に
は
不
満
が
出
て
き

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
先
の
上
総
氏
の
場

合
と
同
じ
現
象
で
あ
り
ま
す
。



治
承
・
寿
永
の
内
乱
当
初
、
藤
姓
足
利
　
　

と
の
軋
棟
の
精
算
の
成
否
が
上
総
氏
と
藤

氏
は
平
家
方
で
し
た
が
、
頼
朝
の
挙
兵
に
　
　

姓
足
利
氏
の
明
暗
を
分
け
た
事
に
な
っ
た

応
じ
て
帰
順
し
て
、
義
重
と
の
対
決
に
挑
　
　

と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

み
ま
し
た
。
一
方
義
重
は
、
頼
朝
の
挙
兵
　
　
　

こ
れ
で
私
の
講
演
を
終
わ
り
と
致
し
ま

参
加
の
要
請
に
応
じ
ず
自
ら
の
寺
尾
城
に
　
　

す
。
ご
静
聴
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

立
て
寵
も
り
軍
兵
を
集
め
ま
し
た
。
史
料

十
「
吾
妻
鏡
」
治
承
四
年
九
月
三
十
日
の

条
に
は
「
足
利
太
郎
俊
綱
は
上
野
国
の
府

中
の
民
家
を
焼
き
払
っ
た
。
こ
れ
は
源
家

（
義
重
）
に
属
す
る
者
が
住
ん
で
い
た
た

め
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
広
常
と
同
じ
く
藤
姓
足
利
氏
は
軍
事

的
対
決
に
よ
っ
て
現
状
の
打
開
を
図
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

史
料
十
一
「
吾
妻
鏡
」
治
承
四
年
十
月

十
三
日
の
条
に
は
「
木
曽
冠
者
義
仲
が
亡

父
義
賢
に
な
ら
い
、
信
濃
国
を
出
て
上
野

国
へ
入
る
と
地
元
住
民
は
従
う
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
、
俊
綱
か
ら
の
妨
げ
が
あ

っ
て
も
恐
れ
る
こ
と
は
無
い
と
命
じ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
木
曽

義
仲
が
上
野
に
進
出
し
た
た
め
に
、
藤
姓

足
利
氏
の
軍
事
行
動
は
失
敗
し
ま
す
。
さ

ら
に
義
重
も
頼
朝
に
帰
順
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
結
果
、
忠
綱
は
藤
姓
足
利
氏

を
纏
め
る
事
が
出
来
ず
、
藤
姓
足
利
氏
一

族
は
分
立
し
て
し
ま
い
ま
す
。
結
局
忠
綱

は
平
家
方
に
戻
り
、
頼
朝
に
挑
む
も
失
敗

に
終
わ
り
ま
す
。
京
武
者
系
豪
族
武
士
団

本
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
本
格
稼
働

我
が
千
葉
氏
を
語
る
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
が
昨
年
十
二
月
よ
り
稼
働
し
ま
し
た
。

本
会
発
足
以
来
の
事
業
内
容
と
か
、
千
葉

氏
を
取
り
巻
く
行
政
、
社
会
の
動
向
と
か

内
容
を
含
め
バ
ラ
イ
テ
ィ
に
富
ん
だ
盛
沢

山
の
項
目
を
楽
し
め
ま
す
。
是
非
御
覧
下

さ
い
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
次
の

と
お
り
で
す
。

ホームベーシ ーアドレス

http://chibaL4jikat ａrｕ．ｓakｕrａ．nejp/inde ｘohtｍl
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蘇

我

コ
ミ

ュ

ニ

テ

ィ
で

の

講

演

平
成
二
九
年
十
一
月
十
二
日

「
千

葉
氏

入

門

講

演
会

」
要

旨

副
会
長
　

丸
井
敬
司

今
回
の
講
演
の
趣
旨
が
千
葉
氏
の
入
門

と
言
う
事
で
あ
っ
た
の
で
千
葉
氏
の
特
徴

と
し
て
系
譜
、
家
紋
や
妙
見
信
仰
に
つ
い
て

述

べ
た
。

こ
の
内
容
は
、
ま
ず
、
最
初
に
千
葉
氏
の

系
譜
に
つ
い
て
述

べ
て
い
き
た
い
。

千
葉
氏
は
桓
武
天
皇
の
ひ
孫
に
あ
た
る

高
望
の
子
で
あ
る
良
文
を
始
祖
と
し
た
武

士
団
で
、

そ
の
成
立
は
大
治
元
年
（

口

二

六
）
上
総
の
大
椎
氏
が
大
椎
か
ら
下
総
の
千

葉
に
移
住
し
た
こ
と
で
成
立
し
た
。

こ
の
武
士
団
の
系
譜
を
考
え

る
時
、
始
祖

と
さ
れ
た
良
文
は
、
重
要
で
あ
る
。

良
文
は
当
初
、
村
岡
余
五
郎
（
『
徳
島
本

千
葉
系
図
』
）
も
し
く
は
五
郎
（
『
源
平
闘
謬

録
』
）
と
呼
ば
れ
た
。

こ
の
良
文
を
始
祖
と
し
て
仰
い
だ
千
葉

氏
の
成
立
は
古
代
末
期
の
十
二
世
紀
の
初

頭
で
あ
る

『
徳
島
本
千
葉
系
図
』
に
つ
い
て
少
し
説

明
す
る
と
。
こ
の
系
図
は
十
三
世
紀
中
ご
ろ

千
葉
で
作
ら
れ
、
蒙
古
襲
来
の
際
、
北
九
州

の
小
城
に
渡
り
、
九
州
千
葉
氏
に
伝
来
し
た

も
の
で
あ
る
。
後
、
江
戸
時
代
初
期
に
鍋
島

氏
に
渡
り
、
以
後
不
明
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

鍋
島
氏
に
渡
る
直
前
に
鍋
島
氏
一
門
の
諌

早
氏
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
も
の
が
最
近
発

見
さ
れ
た
。

さ
て
、
千
葉
氏
は
常
重
の
代
に
結
成
さ
れ

た
が
、
こ
の
常
重
に
関
し
て
は
『
徳
島
本
千

葉
系
図
』
・
『
源
平
闘
謬
録
』
の
両
資
料
で

は
「
大
権
介
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
『
千

学
集
抜
粋
』
の
常
兼
の
項
に
は
「
大
椎
権
介
」

と
さ
れ
て
い
る
。
常
兼
・
常
重
は
上
総
国
の

在
庁
（
上
総
国
に
努
め
る
役
人
）
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
常
重
の
千
葉
移
住
後
、
常
重
や

そ
の
子
常
胤
が
上
総
の
在
庁
で
あ
っ
た
記

録
は
皆
無
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
常
重
は
大
治

元
年
（
一

コ

ス

）
に
千
葉
に
移
住
し
た
が
、

そ
の
段
階
で
大
椎
の
土
地
と
上
総
で
の
権

益
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ

る
。
ま
た
、
常
重
が
千
葉
に
移
住
し
た
六
月

一
日
は
、
下
総
の
相
馬
の
土
地
を
叔
父
常
晴

の
養
子
に
な
っ
て
継
承
し
て
い
る
こ
と
か

ら
考
え

る
と
常
重
の
千
葉
移
住
は
叔
父
常

晴
と
の
間
で
相
馬
領
と
大
椎
を
交
換
し
た

結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。続

い
て
千
葉
氏
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る

通
名
「
胤
」
」
は
常
胤
以
後
の
一
族
に
与
え

ら
れ
た
も
の
で
、
元
服
の
際
に
付
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

千
葉
氏
の
元
服
は
代

々
、
千
葉
の
妙
見
宮

（
北
斗
山
金
剛
授
寺
尊
光
院
。
現
在

の
千
葉

神
社
。
（
以
下
「
尊
光
院
」
＋
と
い
う
）
で
行

わ
れ
た
（
千
葉
寺
で
は
な
い
）
。
『
千
学
集
抜

粋
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
、
三
本
の
籤
を
引

い
て
決
定
し
た
と
あ
る
。
こ
の
付
け
方
に
つ

い
て
は
原
則
と
し
て
「
口
胤
」
と
す
る
の
は

千
葉
氏
惣
領
の
場
合
で
、
庶
子
は
「
胤
口
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

続
い
て
千
葉
氏
の
家
紋
の
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。
現
在
、
千
葉
氏
の
家
紋

ｊ
　

は
「
月
星
紋
と
九
曜
紋
」

Ｓ

「

４
　

と
さ
れ
る
が
、
江
戸
時
代

・

剔
・
　

臨
　

に
書
か
れ
た
‐
1千
葉
伝
記
」

雖
　

に
よ
れ
ば
「
本
宗
家
は
月

む

明

星
紋
を
使
い

庶
子
家

は

１
　

多
様
紋
を
使
用
し
て
い
た
」

と
さ
れ
る
。

千
葉
氏
の
家
紋
に
つ
い
て
最
も
古
い
資

料
は
十
四
世
紀
の
初
頭
に
制
作
さ

れ
た
『
源

平
闘
謬
録
』
で
、
こ
れ
に
は
千
葉
氏
の
家
紋

は
「
千
九
曜
紋
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時

は
、
こ
れ
が
「
月
星
紋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
資
料
で
は
「
千
九
曜
紋
」
の
形
が
描

か
れ
て
い
な
い
が
、
黒
丸
で
表
し
た
星
と
三

日
月
か
ら
構
成
さ
れ
、
星
の
数
は
九
星
以
上

の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
紋

形
に
最
も
近
い
も
の
は
天
文
十
九
年
に
建

設
さ
れ
た
尊
光
院
妙
見
宮
の
妙
見
菩
薩
左

２ 順 星紋」F多様紋」３

右
に
あ
っ
た
紋
で
あ
る
。

こ
の
紋
形
か
ら
考
え

る

と
千
葉
氏
の
戦
国
時
代

以

前

の
家

紋

は

、
半

月

の

九

曜

紋

」
と
「
満

月

の
九

曜

紋

」
で
あ

り

、
前

者

を

「
月

星

紋

」
、
後

者

を
「
多

曜

紋

」
と
し
て
い
た
と

考
え

て
よ
い
で
あ

ろ

う

。

な

お

、
鎌

倉

時

代

に

分

か

れ
た

東

北

千

葉

氏

の
一

家

で
あ

る

陸

前

高

田

市

の
矢

作

千

葉

氏

は
「
半

月

七

曜

紋

」
を

今

で

も

使
っ
て
い
る

。

『

千

葉

伝

考

記

』
に

よ

れ

ば
、
こ
れ

も

月

星

紋

の

一
つ
で

あ

る
。

一

方

、
多

曜

紋

を

使

用

し
て
い
た

事

例

と

し
て
は

海

上

氏

の
妙

見

像

が

あ

げ

ら

れ

る
。
こ

の
妙

見

像
の
胸

に

は
「
満

月

九

曜

紋

」
が

付

さ

れ
て
い
る
。
ま

た

、
千

葉

氏

胤

の
子

の
側

誉
（
ゆ

う

よ
）
が

開

基

と

な
っ
た

増

上

寺
で

は
四

角
い

九

曜

紋

が
使

わ

れ
て
い
る

。
こ

れ

も

九

曜

紋

の

一

種

と

考

え

ら

れ

る

。

な

お

、
当

日

は

妙

見

信

仰

に

も

少

し

触

れ

た

が

、
こ
こ
で
は

割

愛

す

る

。

●
●
●

●
●
●

●
●
●

紋曜九角ｌ ．

ノ ゝ

５



主　　催

日　　程

費　　用

募集人員

宿　泊　先

合

散

集

解

一

２

Ｓ

夕

・

１

九州千葉氏の史跡を訪ねる研修会

佐賀県小城市一泊二日の旅　募集

千葉氏を語る会

平成３０年７月２ １日（土）～２２日（日）

１３，０００円/ 人　 内

訳

２７　 名

開 皐 閣

小城駅

小城駅

平成30 年１月

（ １泊２食宿泊代 、史蹟廻りバス、入館料、、

資料代等、参加人員により若干の増減あり

）

(小城市内)

フ月２ １日

７月２ ２日

(土)(

日)

Ｐ ＭＩ

ＰＭ Ｉ

： ０ ０

：０ ０

注　（小城までの交通手段は各自手配でお願いします）

史跡等の見学、

訪問予定先

(小城市内)

小城市歴史資料館

須賀神社　（元　祗園社）

千葉城、千葉公園

北浦社　（元　妙見社）

光勝寺　（日二蓮宗寺院）

円通寺　（宗胤が再興した寺院）

三岳寺　（創建当時の仏像等あり）

祗園祭　（山挽き）

尚，小城市までの切符（Ｊ Ｒ， 航空券）手配に付希望者は下記の旅行社紹介します

（ ＪＴＢ＝１－ポレートサーピス社　　営業第二課　高橋七海

（ＴＥＬ）０４３－２０１し6315　　　　　　　　　

）

参加申し込み；2/20 までに担当窓口へ下記申込書に記入の上．費用の13,000 円を

． ＿多 ’ ● 添えて申し込みください
Ｏ

不明な点は同様担当窓口まで問い合わせ下さい。

担 当 窓 口､；千 葉 氏 を語 る会　 担 当　 江 波 戸弘 安( 携)080-2067-6657(tel/fax)043-232-4492

ﾀ…゙………… ……八二………ｿﾞ　　　　　　　　 事 務 局　 日 向安 昭( 携)090-8305-6601(tel/fax)043-253-1273

き　 一 一 一 一　　り　 一 一 －　 と　 一一 －　り ー ， 線　 一 一 一 一 ｔy.，

五
氏名　　　　　　　　　　　　　　生年月日

千 　 三 千] 三 三 口

申込書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ

６



享
徳
の
乱
と
千

葉
氏
本
宗
の
分
裂

会
員
　
島
　
田
　
晴
　
三

は
じ
め
に

日
本
の
戦
国
動
乱
の
時
代
は
、
何
時
始

ま
る
か
、
多
く
の
歴
史
研
究
者
は
、
一
五

世
紀
後
半
の
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
　
二

四
六
七
～
一
四
七
七
）
に
始
ま
る
と
い
わ

れ
て
き
た
が
し
か
し
、
こ
の
応
仁
の
乱
の

前
に
関
東
で
は
享
徳
の
乱
（
享
徳
三
年
、

一
四
五
四
）
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
乱
の
命
名
者
拉
峰
岸
純
夫
先
生
で
あ

る
。
（
佐
藤
博
信
氏
は
享
徳
の
大
乱
と
い

う
）
享
徳
の
乱
は
、
鎌
倉
公
方
足
利
成
氏

が
関
東
管
領
上
杉
憲
忠
を
鎌
倉
西
御
門
邸

に
招
い
て
誄
殺
す
る
と
い
う
こ
と
を
発
端

と
し
て
、
公
方
と
管
領
（
上
杉
氏
）
の
全

面
対
決
、
そ
れ
に
幕
府
が
上
杉
氏
支
援
を

決
定
、
周
辺
守
護
の
出
陣
を
命
じ
、
関
東

全
域
を
巻
き
込
ん
だ
内
乱
に
発
展
す
る
。

一
、
古
河
公
方
の
成
立
と
関
東
の
騒
乱
　

二

）
古
河
公
方
の
成
立

鎌
倉
公
方
（
足
利
持
氏
）
滅
亡
の
後
、

関
東
の
諸
将
は
足
利
義
政
に
持
氏
の
子
万

寿
王
の
関
東
下
向
を
要
請
。
万
寿
王
は
宝

徳
元
年
（
一
四
四
九
）
鎌
倉
で
元
服
し
て

成
氏
と
称
し
た
。
「
足
利
尊
氏
の
室
町
幕

府
」
前
政
権
の
北
条
氏
は
鎌
倉
に
幕
府
を

置
き
関
東
武
士
団
を
直
接
統
治
し
て
い
た

が
、
将
軍
が
京
都
に
在
す
る
と
、
関
東
で

は
所
領
の
安
堵
、
代
替
わ
り
の
認
証
等
の

た
め
い
ち
い
ち
京
都
ま
で
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
役
割
を
為
す
の
が
鎌
倉

府
で
あ
る
。
鎌
倉
府
の
長
官
に
は
尊
氏
の

子
が
就
任
し
た
。
そ
の
鎌
倉
公
方
に
は
足

利
氏
。
そ
の
補
佐
人
（
後
に
管
領
）
に
は

上
杉
氏
が
就
任
し
た
。
上
杉
氏
は
足
利
氏

の
目
付
役
と
な
り
、
行
き
過
ぎ
た
事
を
正

す
任
務
を
帯
び
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
上

杉
氏
が
力
を
持
つ
。

（
二
）
永
享
の
乱
。

正
長
二
年
（
一
四
二
九
）
三
月
、
足
利

六
代
将
軍
に
義
教
（
青
蓮
院
義
円
か
還
俗
）

が
就
任
す
る
。
こ
れ
に
反
発
し
た
鎌
倉
公

方
持
氏
は
出
兵
し
争
う
が
、
破
れ
永
享
一

一
年
（
一
四
三
九
）
二
月
十
日
鎌
倉
永
安

寺
で
自
害
す
る
。
持
氏
の
子
安
王
、
春
王
、

万
寿
王
の
三
人
の
遺
児
は
鎌
倉
を
逃
れ
、

そ
の
遺
臣
達
と
常
陸
国
で
挙
兵
し
、
下
総

国
結
城
氏
朝
を
頼
っ
て
結
城
城
に
入
り
、

幕
府
側
と
戦
う
。
し
か
し
、
嘉
吉
元
年

二

四
四
一
）
四
月
一
六
日
落
城
す
る
。
持
氏

の
遺
児
三
人
は
生
け
捕
り
に
さ
れ
る
。
春

王
丸
（
一
二
才
）
と
安
王
丸
（
＋
才
・
十

一
才
と
も
）
は
京
都
に
護
送
さ
れ
る
途
中

五
月
十
六
日
美
濃
国
垂
井
の
金
蓮
寺
で
誄

殺
さ
れ
る
。
残
る
幼
い
万
寿
王
（
四
才
と

も
）
は
、
誄
殺
す
る
か
ど
う
か
幕
府
に
注

進
し
て
い
た
折
、
六
月
二
十
四
日
将
軍
足

利
義
教
が
播
磨
国
守
護
赤
松
満
祐
に
殺
害

（
嘉
吉
の
乱
）
さ
れ
、
万
寿
王
は
生
き
延

び
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
千
葉
氏
の
分
裂

ア
、
千
葉
介
胤
直
は
、
当
初
成
氏
に
属

し
た
が
後
、
上
杉
方
に
味
方
し
た
。
そ
の

頃
、
千
葉
氏
の
家
臣
や
一
族
も
次
第
に
自

立
し
、
成
氏
方
と
上
杉
方
に
分
か
れ
て
争

う
よ
う
に
な
っ
た
。
上
杉
側
に
は
胤
直
、

園
城
寺
氏
が
味
方
し
、
古
河
公
方
側
に
は

原
氏
が
付
く
。

イ
、
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
成
氏
方

で
あ
っ
た
宿
老
原
胤
房
は
胤
直
の
拠
る
千

葉
城
を
急
襲
し
た
。
こ
れ
に
破
れ
た
胤
直

軍
は
多
古
の
志
摩
城
（
嶋
）
や
多
胡
城
に

立
て
寵
も
っ
か
。
両
城
は
、
胤
直
の
叔
父

馬
加
康
胤
や
原
胤
房
ら
の
連
合
軍
に
よ
っ

て
攻
撃
さ
れ
落
城
し
た
。
胤
直
、
子
の
胤

宣
、
弟
の
胤
賢
や
園
城
寺
公
任
な
ど
の
家

臣
が
共
々
自
害
し
て
果
て
た
為
、
千
葉
氏

本
宗
家
は
こ
こ
で
滅
亡
し
た
。

ウ
、
千
葉
介
胤
直
一
族
を
滅
ぼ
し
た
馬

加
康
胤
は
、
千
葉
氏
本
宗
家
を
継
承
し
た

が
、
上
杉
氏
は
胤
賢
の
子
実
胤
と
自
胤
を

市
川
城
に
拠
ら
せ
た
た
め
、
千
葉
氏
は
本

宗
家
を
継
承
し
た
馬
加
康
胤
系
統
の
「
馬

加
千
葉
氏
」
と
胤
賢
系
統
の
「
武
蔵
千
葉

氏
」
の
二
流
に
分
裂
し
た
。

二
、
戦
国
の
争
乱

（

こ

東
常
縁
の
下
総
下
向
と
下
総
千
葉

氏
の
佐
倉
城
へ
の
移
城

康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
　一
一
月
、
幕
府

よ
り
派
遣
さ
れ
た
東
常
縁
は
馬
加
康
胤

の
拠
る
馬
加
城
を
攻
撃
し
て
こ
れ
を
落

城
さ
せ
た
。
更
に
康
胤
を
追
い
詰
め
翌
年

康
正
二
年
（
一
四
五
六
）
上
総
国
八
幡
で

之
を
討
ち
取
っ
た
。

常
縁
は
文
明
元
年
（
一
四
六
九
）
美
濃
国

へ
戻
り
、
下
総
国
で
は
康
胤
が
敗
死
し
た

後
、
祖
父
氏
胤
の
庶
子
馬
場
重
胤
の
子
孫

で
あ
る
輔
胤
が
家
督
を
継
い
で
い
る
。
こ

の
輔
胤
は
千
葉
介
と
称
し
た
。
幼
名
を
万

君
丸
。
馬
加
康
胤
の
次
男
。
下
総
国
印
東

庄
岩
橋
城
（
現
在
の
印
旛
郡
酒
々
井
町
）
　

７

の
城
主
で
岩
橋
殿
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
子
孝
胤
（
の
り
た
ね
）
　へ
と
継
承
さ

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
二
）
本
佐
倉
城
の
築
城
と
馬
加
系
千
葉

氏
の
成
立

千
葉
介
輔
胤
又
は
そ
の
息
子
孝
胤
は
拠

点
を
平
山
（
千
葉
市
緑
区
）
、
長
崎
（
長

峰
力
、
千
葉
市
若
葉
区
）
を
経
て
文
明
十

六
年
（
一
四
八
四
）
本
佐
倉
城
を
築
城
し

た
。
そ
し
て
千
葉
介
孝
胤
か
ら
勝
胤
、
昌

胤
、
利
胤
、
親
胤
邦
胤
と
嗣
が
れ
、
最
後

の
重
胤
は
天
正
十
八
年
、
（
一
五
九
〇
）

秀
吉
の
小
田
原
攻
め
に
よ
り
後
北
条
氏
勺

滅
亡
と
運
命
を
と
も
に
し
た
・

な
Ｉ

カ



田
原
城
に
立
て
寵
も
っ
た
千
葉
氏
の
所
領

は
全
て
没
収
さ
れ
、
当
主
の
重
胤
は
江
戸

に
出
て
浪
人
と
な
り
、
寛
永
十
年
、
病
死

し
た
。
子
供
は
な
か
っ
た
。

木

更
津
市
内

の
古

道
鎌
倉
街

道

会
員
　
高
野
利
太
郎

鎌
倉
街
道
と
は
、
源
頼
朝
が
開
い
た
鎌

倉
幕
府
に
一
旦
緊
急
の
事
態
が
発
生
し
た

場
合
関
東
各
地
の
御
家
人
が
鎌
倉
へ
馳
せ

参
じ
る
為
に
、
そ
の
居
城
と
鎌
倉
を
結
ぶ

た
め
に
作
ら
れ
た
古
道
で
あ
る
。
特
に
下

総
、
上
総
国
は
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）

八
月
に
源
頼
朝
が
相
模
国
石
橋
山
の
戦
に

破
れ
安
房
国
へ
逃
れ
て
き
て
千
葉
常
胤
等

の
協
力
に
よ
り
鎌
倉
に
進
み
こ
こ
に
幕
府

を
開
い
た
時
に
進
ん
だ
古
道
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
頼
朝
の
没
後
、
執
権
北
条

氏
よ
っ
て
幕
府
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
計
画
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
も
残
る
鎌
倉
街
道
は
、
木
更

津
市
南
部
の
中
烏
田
字
堂
谷
十
字
路
に
あ

る
地
蔵
堂
の
石
塔
に
は
上
部
に
仏
像
が
彫

ら
れ
そ
の
下
に
「
右
　
か
ら
す
田
道
、
北

か
ま
く
ら
道
、
左
高
く
ら
道
」
と
書
か
れ

た
道
標
か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
地
か
ら
北

方
の
木
更
津
中
心
部
へ
向
か
い
真
舟
、
桜

井
の
境
界
の
尾
根
筋
に
古
道
が
残
っ
て
い

る
。
こ
れ
が
中
世
以
来
の
鎌
倉
街
道
と
言

わ
れ
る
道
の
一
部
で
あ
る
。
右
手
に
住
宅

団
地
を
見
下
ろ
し
、
二
つ
の
高
校
の
フ
ェ

ン
ス
脇
を
通
る
道
で
、
尾
根
を
降
り
た
辺

り
か
ら
宅
地
造
成
で
道
が
定
か
で
は
無
い

が
、
道
は
北
西
へ
と
進
み
、
貝
渕
へ
と
つ

な
が
る
。
こ
こ
か
ら
先
貝
渕
に
は
「
渡
海

面
」
と
い
う
小
字
が
あ
る
。
こ
の
渡
海
面

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
、
称

名
寺
で
暦
応
二
年
（
一
三

二
九
）
に
作
ら

れ
た
田
畠
結
解
状
（
デ
ン
パ
タ
ケ
チ
ゲ
ジ
ョ

ウ
）
は
こ
の
近
辺
の
馬
込
、
子
安
、
南
東

村
の
田
の
面
積
・
耕
作
者
の
年
貢
を
記
し

た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
「
渡
免
」
　（
ワ

タ
シ
メ
ン
）
と
し
て
八
十
歩
が
年
貢
対
象

地
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
船
で

年
貢
を
運
送
す
る
こ
と
で
、
そ
の
代
償
と

し
て
年
貢
分
か
ら
控
除
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
貝
渕
の
「
渡
海
面
」
も
本
来
は
渡
免

で
そ
れ
が
渡
海
面
と
変
化
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
貝
渕
に
は
船
を
扱
う

人
が
大
勢
い
て
、
鎌
倉
道
を
通
っ
て
対
岸

の
三
浦
半
島
（
六
浦
又
）
ま
で
運
ん
で
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
方
こ
の
尾
根
道
を
通
る
街
道
は
、
現

在
の
志
學
館
高
校
正
面
を
過
ぎ
、
し
ば
ら

く
し
て
二
股
と
な
る
。
爰
に
江
戸
時
代
の

文
政
五
年
二

八
二
二
）
の
道
標
が
あ
る
。

左
の
道
が
桜
井
へ
下
る
道
で
あ
る
。
君
津

中
央
病
院
の
脇
を
通
っ
て
「
峰
の
薬
師
」

下
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
古
道
は
風
情
の

残
る
竹
林
を
抜
け
て
北
西
に
延
び
、
尾
根

筋
を
下
っ
て
静
香
家
（
雑
貨
店
）
の
脇
に

出
る
。
こ
こ
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）

の
道
標
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
も
住
宅
団
地

造
成
の
た
め
、
現
在
は
団
地
内
に
移
転
さ

れ
て
い
る
。
真
舟
か
ら
貝
渕
迄
の
道
は
、

す
で
に
跡
形
も
無
く
、
貝
渕
の
泉
屋
米
店

の
向
か
い
の
道
路
に
面
し
た
処
に
、
わ
ず

か
五
十
米
ほ
ど
の
脇
道
が
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
今
残
る
鎌
倉
街
道
の
続
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
地
が
渡
海
面
と
言
わ
れ
る
所
で
、

目
の
前
は
矢
那
川
を
挟
ん
で
木
更
津
町
で

あ
り
、
河
口
が
船
着
き
場
で
あ
つ
た
で
あ

ろ
ｙ
つ
。

今
年
度
下

期
の
活
動

一
、
十
一
月
十
二
日
（
日
）
蘇
我
コ
ミ
ュ

言
ア
イ
セ
ン
タ
ー
で
千
葉
氏
入
門
の
公
開

講
座
を
行
っ
た
。

二
、
十
一
月
二
十
五
日

こ
一
十
六
日
「
き

ぼ
Ｉ
る
」
一
階
広
場
で
市
民
活
動
支
援
セ

ン
タ
ー
主
催
の
各
団
体
の
活
動
展
示
会
が

あ
り
本
会
も
参
加
し
て
パ
ネ
ル
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
に
拠
る
本
会
の
紹
介
展
示
を
行
っ

た
二
日
間
で
本
会
の
展
示
品
に
足
を
止
め

た
市
民
は
約
二
十
名
で
あ
っ
た
。
評
判
が

良
か
っ
た
の
で
、
大
変
効
果
が
あ
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
会
員
の
参
加

を
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

編
　

集
　

後
　

記

平
成
二
十
九
年
度
も
あ
と
わ
ず
か
で
終

わ
り
ま
す
。
本
会
も
色
々
な
事
業
を
順
調

に
進
め
大
き
な
成
果
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

来
年
度
に
備
え
ま
す
ま
す
各
事
業
の
充
実

を
図
り
会
員
皆
様
の
期
待
に
添
う
よ
う
な

事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
員
募

集
に
つ

い
て

会
の
発
展
は
な
ん
と
い
っ
て
も
会
員
の

増
加
で
す
。
千
葉
氏
に
関
心
の
あ
る
多
く

の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ
て
事
業
を
進
め
新

し
い
事
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
会
員
の
皆
様
も
仲
間
の

方
々
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
年
会
費
　
三
千
円

二

事
業
　
講
演
会
、
現
地
見
学
会
等

三
、
連
絡
先
　
事
務
局
長
　
日
向
安
昭

四
、
〇
９
０
－
8
3
0
5

－
6
6

０
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８
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